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区 分

（ 0 1 ）

（ 0 2 ）

（ 0 6 ）

（ 0 7 ）

（ 0 8 ）

（ 0 3 ）

俸給 給料等・

賞与（役員賞与を除く｡）

日雇労務者の
賃金

退 職 手 当 等

税 理 士 等 の
報 酬

役 員 賞 与

同上の支払
確定年月日

支 払 年 月 日
令和 年 月 日 ～ 月 日

（延）

人 員
百 十 人

支 給 額
億 千 百 十 万 千 百 十 円

税 額
億 千 百 十 万 千 百 十 円

令和 年 月

自

至

・・ ・・ ・・ ・・
・・ ・・ ・・ ・・

証券受領
一
部

全
部

内
証券受領

証券番号
振 出 人

円

使 用 欄
日 銀

（ 領 収 日 付 印 ）

左記の合計額を領収しました｡
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国
庫
金
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特
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徴

収

義

務

者

摘
要

住 所

氏 名

（所在地）

（名 称）

（ 0 4 ）

（ 0 5 ）

年末調整による
不足税額
年末調整による
超過税額

本 税

延 滞 税

合 計 額
◎ 合計額の金額頭部には必ず「￥」字を枠の中に記載してください｡
あて先

◎ この用紙は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げたりしないでください｡
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納期等の区分

様（御中）

（電話番号 － － ）

支払分源泉所得税
及び復興特別所得税
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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書（納付書）の記載例

　納付書には、納付する税額のほか、その月の給与等の支払を受ける人の数や給与等の支払額などを記載す
ることになっています。
　この納付書は３枚１組の複写式になっていますが、納付するときは切り離さずに最寄りの金融機関や所轄
の税務署の窓口へ提出してください。
　なお、納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合には、この記載例の「納期特例分」の納付書
を使用し、これ以外の源泉徴収義務者の場合には、「一般分」の納付書を使用してください。

　　いて源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を年２回（７月と翌年１月）にまとめて納付する納期の特例の承認を受け
（注）

　　ることができます（詳しくは３ページを参照してください。）。

<納付する税額がない場合>
　　納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書（納付書）は所轄の税務署に e-Tax を利用す
　るか又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。

〔設例〕納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の場合

イータ君

　源泉所得税及び復興特別所得税の納付は、e-Tax を利用した電子納税やクレジットカード納付
の利用ができます。
　電子納税には、①「ダイレクト納付」を利用する方法と、②インターネットバンキングやＡＴ
Ｍ等を利用して納付する方法があります。
　詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】、e-Taxホームページ【https://www.e-tax.
nta.go.jp】をご覧ください。

令和４年１月から６月
までに支払った俸給・
給料等の合計額とその
税額

令和４年６月 29 日
に支払った使用人
分の賞与とその税
額

令和４年１月から６月
までに支払った税理士
報酬の合計額とその税
額


